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資料４
改革の意義に係る主な検討の視点

主な視点 留意点

１．民間非営利活動の促進

○ 民間非営利活動の現状評価 ・ 個人の価値観が多様化し、社会のニーズが多岐にわたり、地域を基盤としたコ
ミュニティの役割が低下しつつある中、個人の意識の上で、自ら社会の構築に参
加し、自発的に活動していこうとの傾向がみられるのではないか。

・ 民間非営利活動には公益的活動や共益的活動など多様な活動が含まれていると
いった指摘や、非営利活動の実態が見えにくく、一般の人々によく認識されてい
ないとの指摘。

○ 歴史的・社会的視点 ・ いわゆる福祉国家化等を背景に、政府の役割が拡大してきたが、今後、官民の
役割分担を見直す観点から、活力にあふれた民間部門と簡素で効率的な政府が求
められている中、公共的・公益的なサービスの供給については、政府部門がすべ
て対応するのではなく、民間部門も適切に役割分担し、その際、民間非営利部門
は、政府部門や民間営利部門では十分に対応できない領域を、新たな協働関係の
構築も視野に入れつつ、担うことが求められているとの見方についてどう考える
か。

・ 明治の民法制定以来の、何が公益であるかについては国家が判断するという考
え方（いわゆる「公益国家独占主義 ）を脱却し、民間の多様な自発的団体も、」
様々な非営利活動を行う中で公益を担っていくことが求められているとの見方に
ついてどう評価するか。

○ 今後の社会・経済における民間 ・ 今後の社会・経済システムにおいて、新たな非営利法人制度を創設することに
非営利活動の位置付け より、民間団体による非営利の自発的・自立的な活動を積極的に位置付けること

は、21世紀の我が国の社会を活力に満ちた社会として維持していく上で重要では
ないか。
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主な視点 留意点

・ 民間非営利活動は、職場や家庭とは異なる多様な活動の場の提供等を通じて、
個人の多様なライフスタイルに応じた自己実現の機会を増進する観点から有意義
ではないか。

・ 民間の自発的団体による多様な非営利活動は、行政部門や民間営利部門では満
たすことが困難な社会的ニーズに、柔軟かつ機動的に対応することが可能ではな
いか。

・ 「民でできることは民で」といった観点から、民間非営利活動の促進は 「効、
率的で小さな政府」の実現にも資するのではないか。

・ 他方、民間非営利活動については、一般の人々の信頼を得るためには、その活
動の透明性を高めるとともに、その活動が倫理的であることが求められるとの指
摘についてどう考えるか。

○ 一般的な非営利法人制度創設と ・ 「非営利」ということをもって法人格を与えるという新たな非営利法人制度を
の関係 創設する理念や積極的意義をどう考えるか。

、 、 、・ 非営利活動を行う主体としての非営利法人には 公益的な法人 共益的な法人
効率的に財産関係をコントロールする法技術としての法人など、多様な性格の法
人が含まれることをどのように考えるか。

・ 非営利団体であれば、公益性の有無を問わず、準則主義により法人格が与えら
れることについてどのように評価するか。さらに、営利団体・非営利団体を問わ
ず、準則主義により広く法人格を与えられることとなることをどのように評価す
るか。

・ 非営利法人が準則主義により簡単に法人格を取得することにより、社会的な混
乱や悪影響が生じるのではないかとの指摘をどう考えるか。

○ 新たな非営利法人における公益 ・ 民間非営利活動の中で、公益的な活動を他と区別して取扱うことが適当か。ま
性との関係 た、その際の理念や基本的考え方は何か。
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主な視点 留意点

２．公益法人制度の諸問題への対処

○ 現行公益法人制度の評価と問題 ・ 現行の公益法人は、民間の非営利活動を担う代表的主体として歴史的に一定の
大きな役割を果してきている。

・ 一方、現行の公益法人制度については、①主務官庁の自由裁量による許可主義
の下、法人設立が簡便でないこと、②事業分野毎の主務官庁による指導監督が煩
雑であること、③ディスクロージャーが徹底されていないこと、④公益性の判断
基準が不明確であること、⑤公益性を失った法人が公益法人として存続し、優遇
措置を受け続けること、といった指摘。

・ 時代の変化に対応した国民による非営利活動の妨げになってきたとの指摘。

○ 見直しの視点 ・ ①法人設立の簡便性、②法人の自律性、③情報開示による透明性、④公益性判
断の客観性を確保し、⑤法人格の取得と公益性の判断を分離することにより、現
行公益法人を巡る諸問題に対処すべきではないか。

・ 法人の設立を簡易にするとともに、行政の関与を最小化し、活動の自由を確保
する等により、民間非営利活動を社会・経済システムの中で積極的に位置付ける
べきではないか。

○ 一般的な非営利法人制度創設と ・ 法人格の取得と公益性の判断を分離し、公益性の有無に関わらず新たに非営利
の関係 法人制度を創設。

○ 新たな非営利法人における公益 ・ 新たな非営利法人のうち、公益性を有する法人をどのように取り扱うことが適
性との関係 当か。その際、民間非営利活動の促進、行政の関与の最小化による活動の自由の

確保といった要請との調和をどのように図るのか。

・ 新たな非営利法人制度の下では、現行の主務官庁制による各行政分野を所管す
る立場からの公益の捉え方を離れることにより、公益性を取扱うにはどのような
考え方によるべきか。
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主な視点 留意点

・ 現行の主務官庁制の下、公益法人の指導監督基準等により公益法人の適正化が
図られてきたが、こうした指導監督基準等に示されている公益性についての考え
方をどのように評価するか。


